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９．０
（５７．７％／７．２％）

６．６
（４２．３％／５．１％）

１５．６
（１００．０％／６．１％）

アルツハイマー病

１２４．４
（４８．８％／１００．０％）

１３０．５
（５１．２％／１００．０％）

２５４．９
（１００．０％／１００．０％）

合計

６．０
（２９．６％／４．８％）

１４．３
（７０．４％／１１．０％）

２０．４
（１００．０％／８．０％）

てんかん

４．０
（３６．７％／３．２％）

７．０
（６３．６％／５．４％）

１０．９
（１００．０％／４．３％）

その他の精神及び行動の障害

３２．６
（６４．８％／２６．２％）

１７．７
（３５．２％／１３．６％）

５０．２
（１００．０％／１９．７％）

神経症性障害，ストレス関連障害及び身
体表現性障害

４６．９
（６０．９％／３７．７％）

３０．１
（３９．１％／２３．１％）

７７．０
（１００．０％／３０．２％）

気分［感情］障害（躁うつ病を含む）

１７．５
（２７．８％／１４．１％）

４５．４
（７２．２％／３４．８％）

６２．９
（１００．０％／２４．７％）

統合失調症，統合失調症型障害及び妄
想性障害

０．３
（５０．０％／０．２％）

０．３
（５０．０％／０．２％）

０．７
（１００．０％／０．３％）

その他の精神作用物質使用による精神
及び行動の障害

０．８
（１５．４％／０．６％）

４．４
（８４．６％／３．４％）

５．２
（１００．０％／２．０％）

アルコール使用＜飲酒＞による精神及
び行動の障害

７．３
（６０．８％／５．９％）

４．７
（３９．２％／３．６％）

１２．０
（１００．０％／４．７％）

血管性及び詳細不明の認知症

一般診療所病院総数疾患名

資料：平成１７年患者調査

病院・診療所における通院（外来）患者の疾患別内訳

病院には統合失調症の患者が多く、一般診療所には気分障害（うつ病）、神経症性の患者
が多い。

※ 単位は千人。（ ）内の左側は各疾患別の総数に対する割合、右は総数、病院総数、診療所別総数に対する割合
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8,863 9,198 9,530 9,741 10,164 10,266 10,184

1,175 1,496 1,551 1,844 2,054 2,335 2,645
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平成6年 平成8年 平成10年 平成12年 平成14年 平成16年 平成18年

病院 診療所

精神科医の所在（病院と診療所）

診療所に勤務する精神科医が増加している。
（平成6年→平成18年では、診療所では125％増加、病院では15％増加）

資料：医師・歯科医師・薬剤師調査

（人）

10,038 10,694 11,081 11,585 12,218 12,601 12,829

平成 ６年 病院医師 ８８％、 診療所医師 １２％
平成１８年 病院医師 ７９％、 診療所医師 ２１％



56

第四 医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療機能に関する情報の提供の推進に関する
基本的な事項
二 疾病又は事業ごとの医療連携体制のあり方
２ 事業ごとに配慮すべき事項
(一) 救急医療において、・・・（略）・・・。精神科救急医療については、輪番制による緊急時における適切な医療及び保護の機会を確保する
ための機能、重度の症状を呈する精神科急性期患者に対応する中核的なセンター機能を強化することが求められる。

医療提供体制の確保に関する基本方針（平成１９年厚生労働省告示第７０号） （抜粋）

医療計画について（平成１９年７月２０日厚生労働省医政局長通知）（抜粋）

（別紙） 医療計画策定指針
第３ 医療計画の内容
１０ その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項

４疾病５事業以外で都道府県における疾病の状況等に照らして特に必要と認められる医療等については、次の事項を考慮して、記載する。
（１） 精神保健医療対策

① 精神科医療に係る各医療提供施設の役割
② 精神科救急医療（重度の症状を呈する精神科急性期患者に対応する中核的なセンター機能を有する医療機関の整備や他科診療科

との連携による身体合併症治療体制の整備等）
③ うつ病対策（性別や児童、労働者、高齢者、産後等のライフステージ別の相談・治療体制、一般医療機関と精神科医療機関の連携体

制、地域における理解の促進等）に関する取組
④ 精神障害者の退院の促進に関する取組
⑤ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平成１５年法律第１１０号）第４２条第１項第１号等

に基づく決定を受けた者に対する医療の確保、社会復帰支援等（指定医療機関の整備、保護観察所との協力体制等）に関する取組
（２） 障害保健対策

障害者（高次脳機能障害者、発達障害者を含む。）に対する医療の確保等（都道府県の専門医療機関の確保、関係機関との連携体制
の整備等）に関する取組
（３） 認知症対策

① 鑑別診断、急性期症状等に対応するための医療体制
② かかりつけ医と鑑別診断等を行う専門医療機関との連携体制

精神科医療の医療計画上の位置づけ
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疾病又は事業ごとの医療体制について（平成１９年７月２０日厚生労働省医政局指導課長通知）（抜粋）

救急医療の体制構築に係る指針
第１ 救急医療の現状

１ 救急医療を取り巻く状況
（７） 精神科救急医療の動向

各都道府県において、地域の実情に応じた精神科救急医療体制が整備されており、夜間休日における精神科受診件数は人口万対年間
２～３件、この中で、身体合併症があり、精神疾患、身体疾患ともに入院医療を要する程度のものは約２％の頻度で発生しているとの報告
がある。

２ 救急医療の提供体制
（５） 精神科救急医療体制と一般救急医療機関等との連携

精神科救急医療、平成７年より、精神科救急医療システムが創設され、精神科救急情報センターや地域の実情に応じて輪番制等による
精神科救急医療施設の整備が進められてきており、さらに、平成１７年からは、精神科救急医療センターが創設され、整備が進められてき
た。

しかし、緊急な医療を必要とする精神疾患を持つ患者を２４時間３６５日受け入れる体制が未だ十分でない地域もあることから、輪番制に
よる緊急時における適切な医療及び保護の機会を確保するための機能、重度の症状を呈する精神科急性期患者に対応するための中核的
な機能、さらに、休日等を含め２４時間体制で精神疾患を持つ患者等からの緊急的な相談に応じ、医療機関との連絡調整等を行う精神科
救急情報センター機能については、より一層の強化を図っていく必要がある。

また、精神疾患を持つ患者が、身体的な疾患を患うことも少なくなく、このような患者に対しても確実に対応するために、精神科救急医療
体制と、一般の救急医療機関や精神科以外の診療科を有する医療機関との連携を図る必要がある。

さらに、「自殺総合対策大綱」（平成１９年６月８日閣議決定）に基づき、自殺未遂者の再度の自殺を防ぐために、救急医療施設における精
神科医による診療体制等の充実を図る必要がある。
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◎ 従来の基準病床算定式

基準病床数＝ 区域内年齢階層別男女別住民数 × ブロック内年齢階層別男女別入院率

± 区域をまたぐ流出・流入 ＋ 加算部分

◎ 新しい基準病床算定式

残存率と退院率の現在値及び目標値を算定式に組み込むことにより、現在値が

目標値に近づけば基準病床数は更に下がる仕組みとなっている。この結果、算定式

上ではあるが１０年後（２０１５年）には約７万床減少する見込み。

基準病床数＝（一年未満群※）＋（一年以上群※※ ）＋加算部分

※一年未満群＝（ΣＡＢ＋Ｃ－Ｄ）×Ｆ／Ｅ１ ※※一年以上群＝〔ΣＧ（１－Ｈ）＋Ｉ－Ｊ〕／Ｅ２
Ａ：各歳別人口（将来推計、４区分） Ｇ： 各歳別一年以上在院者数（実績、４区分）
Ｂ：各歳別新規入院率（実績、４区分） Ｈ： 一年以上在院者各歳別年間退院率（目標値、４区分）＝29％
Ｃ：流入患者数 Ｉ： 新規一年以上在院者数（一年未満群からの計算値）
Ｄ：流出患者数 Ｊ： 長期入院者退院促進目標数（目標値）
Ｅ１：病床利用率（９５％） （病床数が多く（対人口）、かつ退院率（１年以上群）が
Ｆ：平均残存率（目標値）＝２４％ 低い地域が設定）

Ｅ２：病床利用率（９５％）

基本部分

医療計画における基準病床算定式の変更
（平成１８年４月）
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① 病床数の量的管理から質（医療連携・医療安全）を評価する
医療計画へ

② 住民・患者に分かりやすい医療計画へ
③ 数値目標を示し評価できる医療計画へ

医療計画制度の見直し

3つの課題

①「住民・患者」

②「医療提供者」

③「都道府県」

3つの視点 医療連携体制

一つの医療機関だけで完結する医療

地域の医療提供者が医療連携によって
患者の治療を分担、完結する医療を推進

○患者が受診する医療機関を選択

○医療機関相互の協力と切磋琢磨

○医療サービスの質の向上
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“現在の医療計画制度の問題点”

（１）患者の実際の受療行動に着目するのではなく、医療
提供サイドの視点で構想。

（２）地域の疾病動向を勘案しない量的な視点を中心に構想。

（３）地域の医療機関が担える機能に関係なく、結果として
大病院を重視することとなる階層型構造を念頭に構想。

《新たな医療計画制度での医療連携体制の考え方》

（１）患者を中心にした医療連携体制を構想

（２）主要な事業ごとに柔軟な医療連携体制を構想

（３）病院の規模でなく医療機能を重視した医療連携体制
を構想

３次医療：先進的な技術や特殊な医
療、発生頻度が低い疾病
に関するものなどの医療
需要に対応した医療

２次医療：入院治療を主体とした医療活動
がおおむね完結する医療

１次医療：普段からの健康相談が受けられる、
かかりつけ医を中心とした地域医
療体制の確立を目指した医療

〔これまでの医療計画の考え方〕 〔新たな医療計画の考え方（イメージ）〕

かかりつけ医機能

（診療所・一般病
院）

専 門 的 な
治療を行う
機 能

介護・福祉
サ ー ビ ス
機 能

回 復 期
リ ハ ビ リ
機 能

療 養 を
提 供 す る
機 能

主要な事業ごとに医療機
関の医療機能（医療連携
体制）が明示されることで
患者の安心感を確保。

救 急 医 療
の 機 能 住 民

患 者

階層型構造の医療提供体制から住民・患者の視点に立った医療連携体制への転換


